
 

  

 

 

 

 

□インボイス制度って何？制度について知りたい！ 

□消費税申告をしていない方（特に主たる売上先が事業者の方） 

□消費税申告をしている方（インボイス発行事業者登録が必要です） 

□個人事業者で法人成り会社設立 を検討中の方 

 １１月２５日 （木） １４：００～１７：００ 

 １５名（定員に達した場合は締め切らせていただきます。） 

 １１月１７日 （水） 

  熊本市託麻商工会館 ２階会議室 

  〒861-8038  熊本市東区長嶺東７丁目９－８ 

大岩幸哉税理士事務所  大岩 幸哉  氏 

■お申込み・お問い合わせ先  

熊本市託麻商工会   電話 096-380-0014   FAX 096-380-0246 

参加申込書（切り取らずにそのまま送信ください。） 

 

 

☑次に１つでも当てはまる方は当セミナー受講をオススメします‼


